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編

後

記

「休日急患当番医」は「市報ちちぶ」24ページに掲載してあります。

編

集

委

員

今
年
の
冬
は
、
ふ
と
こ
ろ
事
情
の
悪

化
も
重
な
り
、
寒
さ
が
一
段
と
身
に
し

み
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

ロ
ー
ン
問
題
を
震
源
と
し
た
経
済
不
況

の
大
津
波
が
各
国
を
席
捲
し
て
い
る
か

ら
で
す
。
日
本
で
も
、
大
手
企
業
か
ら

下
請
け
工
場
ま
で
、
減
産
に
伴
う
「
派

遣
社
員
切
り
」
が
急
増
し
、
非
正
規
社

員
10
万
人
以
上
が
失
職
す
る
と
予
想
さ

れ
ま
す
。
厳
冬
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

緊
急
の
セ
イ
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
発
動
が

必
要
で
す
。
政
治
が
試
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会
は
、

昨
年
11
月
に
神
奈
川
県
茅
ヶ
崎
市
と
藤

沢
市
を
訪
問
し
、
編
集
方
法
や
タ
ブ
ロ

イ
ド
版
化
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
参
考
に

し
て
、
市
民
の
皆
様
に
議
会
の
内
容
や

雰
囲
気
が
直
接
伝
わ
る「
議
会
だ
よ
り
」

に
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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請願・陳情はこんな方法で‥‥
請願を市議会へ提出する場合は、

次の様式で作成し、議会事務局へ提
出して下さい。

①請願・陳情の件名
（「○○に関する請願」または
「○○に関する陳情」）
②要旨・理由
（内容は簡単明瞭に）

③請願・陳情者の住所、氏名及び押
印（多人数で請願・陳情する場合
は、必ず代表者を決めてください。）

④請願は１人以上の議員の紹介が必
要です。紹介議員の署名又は記名
押印を受けてください。陳情も様
式は請願と同じですが、紹介議員
は必要ありません。

⑤請願・陳情の提出はいつでも受

け付けますが、当該定例市議会に
かかるものは、事務処理の都合上、
定例市議会の招集初日の正午まで
に提出をお願いします。

⑥請願・陳情の様式は、Ａ４判縦、
横書きでお願いします。

⑦詳しくは議会事務局へお問い合わ
せください。
（下記は請願書様式です。）

○○に関する請願者名簿

住　所 氏　名 印

○○に関する請願

趣旨
○○○○‥‥。
説明
○○○○○○○○○
○○○○‥‥。
上請願します。

平成○年○月○日
請願者（代表者）住所
　　　氏　　名　㊞

秩父市議会
議長　○○○○様

請　願　書

紹介議員　　　　　　　
氏　　名　㊞　　　　　
（署名または記名押印）

表
紙

（
文
例
）

請
願
者
が
多
人
数
の
場
合

● 
一
般
質
問
と
は 

•
•
•
•
•
•
•
•

　

一
般
質
問
は
、
議
案
に
関
係
な
く
、
行
財
政
や

市
政
全
般
に
つ
い
て
、
市
長
を
は
じ
め
と
し
た
執

行
機
関
に
対
し
て
見
解
な
ど
を
問
う
も
の
で
、
定

例
会
で
の
み
行
わ
れ
ま
す
。

　

議
会
で
は
、
議
案
の
審
議
と
同
じ
よ
う
に
、
一

般
質
問
も
重
要
な
役
割
を
も
っ
て
お
り
、
市
民
の

考
え
を
市
政
に
反
映
さ
せ
る
な
ど
、
市
当
局
と
自

由
に
討
議
が
で
き
る
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　

演
壇
で
の
質
問
の
際
、
議
事
を
ス
ム
ー
ズ
に
進

行
さ
せ
る
た
め
に
会
議
規
則
に
よ
り
質
問
の
要
旨

を
文
書
で
前
も
っ
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お

り
ま
す
。

　

更
に
、
円
滑
な
議
事
運
営
及
び
適
切
な
答
弁
を

得
る
た
め
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
制
を
導
入
し
て
い
ま
す
。

● 

意
見
書
と
は 

•
•
•
•
•
•
•
•
•

　

議
会
に
は
、
そ
の
自
治
体
に
関
係
あ
る
こ
と
や

広
く
市
民
生
活
に
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
、

県
ま
た
は
関
係
行
政
機
関
に
対
し
、
意
見
書
の
提

出
権
が
認
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
も
の
で
、
住

民
の
代
表
で
あ
る
議
会
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機

会
を
与
え
行
政
に
住
民
の
意
見
を
反
映
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
意
見
書
の
内
容
は
、
特
に
制
限
は
な
く
、

議
会
で
決
定
し
て
国
や
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。


